
議案第３７号 

関市生涯学習センター条例の一部改正について 

関市生涯学習センター条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

令和３年６月７日提出 

            関市長 尾 関 健 治     

提案理由 

生涯学習センターの使用料の改定等をするため、この条例を定めようとする。 



関市生涯学習センター条例の一部を改正する条例 

関市生涯学習センター条例（平成２０年関市条例第４３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１０条第１項中「あらかじめ」を削り、同条中第２項を削り、第３項を第２

項とする。 

第１６条第１項中「あらかじめ」を削り、同条中第５項を削り、第６項を第５

項とする。 

別表１の表中「研修室３」を削り、別表２の表体育施設の項中「アリーナ」の

次に「（全面）」を加え、 

「 

ラ ン ニ ン グ

コース 

１００ １００ １００ ３００ ３０
 を 

                                  」 

「 

ア リ ー ナ

（半面） 

２，０００２，５００２，３５０６，８５０ ６５０
 に 

                                  」 

改め、同表研修施設の項中 

「 

 小会議室 １５０ ２００ ２００ ５５０ ５０

 を 和室１ ３００ ４００ ３５０ １，０５０ １００

和室２ ３００ ４００ ３５０ １，０５０ １００

                                  」 

「 

 和室 ６００ ８００ ７００ ２，１００ ２００  に、 

                                  」 

「 

 創 作活動 ６００ ８００ ７００ ２，１００ ２００



室 

 マルチメ

ディアセ

ンター 

１５０ ２００ ２００ ５５０ ５０

 を 

                                  」 

「 

 創 作活動

室 

６００ ８００ ７００ ２，１００ ２００
 に 

                                  」 

改め、同表中 

「 

区分 単位 使用料（円）

舞台設備等 舞台袖用操作卓 １台 ５００

演台 １台 ５００

花台 １台 ２００

司会者台 １台 ２００

ピアノ １台 ４，０００

スクリーン １式 ５００

舞台用カーペット １式 ４，０００

照明設備等 サスペンションライト １列 １，０００

アッパーホリゾントライト １列 １，０００

フロントサイドライト １式 ２，０００

シーリングライト １式 ３，０００

ピンスポットライト １台 ２００

音源卓 １台 ２，０００

移動式スピーカー １組 ５００

プロセニアムスピーカー １式 １，０００

固定はねかえりスピーカー １台 ５００

ワイヤレスマイクロホン １本 ５００

を



マイクロホンスタンド １本 １００

その他の備品 カラオケセット １式 ３，０００

移動式音源卓 １台 １，０００

移動式スピーカー １組 ５００

椅子 １脚 １００

会議用机 １台 １００

座卓 １台 １００

マイクロホン １本 ５００

ワイヤレスマイクロホン １本 ５００

ヘッドセットマイクロホン １本 １，０００

液晶プロジェクター １台 １，０００

移動式スクリーン １台 ５００

」 

削り、別表３の表調理実習室の項の次に次のように加える。 

会議室１－１ ３００ ４００ ３５０１，０５０ １００

会議室１－２ ３００ ４００ ３５０１，０５０ １００

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１０条及び第１６条の改正

規定並びに次項の規定は、令和３年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第１０条及び第１６条の規定は、令和４年４月１日以後の使用に係

る使用料及び利用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る使用料及び

利用に係る料金については、なお従前の例による。 


